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社会福祉法人白蓮 

役員等の報酬および費用弁償に関する規程 

 

   （目 的） 

  第１条 この規程は、社会福祉法人白蓮（以下「法人」という。）の役員および 

     評議員に対して支給する費用弁償に関し必要な事項を定める。 

 

   （報 酬） 

  第２条 役員および評議員の報酬の内容は別表のとおりとする。 

    ２．日額報酬（時間給１２５０円）を受ける者にあっては、理事長が必要と認め

た時、職務に従事した都度支給する。 

 

 

   （費用弁償） 

  第３条 役員および評議員が理事会、幹事会および評議員会以外の会議に出席、 

     あるいは、法人業務のために旅行したときは、その費用を弁償する。 

    ２．費用弁償は、法人の旅費規程を適用する。 

    ３．費用弁償の額は、法人の旅費規程別表１の法人役員、施設長欄を適用する。 

   （改 正） 

  第４条 この規程の改正は、理事会の議決を得て改正する。 

 

    付 則 

    この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

    平成１７年１１月２３日一部改正 

    平成１９年 ５月２８日一部改正 

    平成２０年 ５月２６日一部改正 

 

    別 表（第２条関係） 

        区 分  報 酬 内 容 

        理 事  理事会および評議員会 

        監 事  出席１回につき２，０００円 

        評議員     同上  


